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Ⅰ．再エネ導入の現状

Ⅱ．FIT制度見直し
（１）見直しの視点

（２）電源の特性に応じた支援制度
（a）競争電源
（b）地域活用電源

（３）地域に根差した再エネ導入の促進

（４）再エネ主力時代の次世代電力ネットワーク
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 「新エネルギー」とは、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法（新エネルギー法）に基づき政令で指定さ
れる基本方針の中で、「技術的に実用段階に達しつつあるが、経済性の面での制約から普及が十分でないもので、
非化石エネルギーの導入を図るために特に必要なもの」と定義されるエネルギーを指す。

 具体的には、再生可能エネルギーを中心に、太陽光発電 / 太陽熱利用 / 風力発電 / 廃棄物燃料製造 / 廃
棄物発電 / 廃棄物熱利用 / バイオマス燃料製造 / バイオマス発電 / バイオマス熱利用 / 温度差エネルギー / 
雪氷熱利用 / クリーンエネルギー自動車 / 天然ガスコージェネレーション / 燃料電池の14種類のエネルギーが「新
エネルギー」として位置付けられる。なお、再エネのうち、研究段階で実用化の目途が立っていないものは含まれな
い。

「新エネルギー」の定義
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 2015年に、発電設備容量（ストック）ベースではじめて再エネが石炭を上回った。

 その後も、発電設備容量（ストック）、年間導入量（フロー）ともに、着実に増加している。

 再エネ導入拡大の動機としては、温暖化対策もさることながら、安価で安定供給が見込める国産エネ
ルギーであることも大きい。

世界全体の発電設備容量（ストック）

IEA「World Energy Outlook」2016～2018年度版より資源エネルギー庁作成
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世界では、再エネの導入量が着実に増加している
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出典: IEA Renewables 2017
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 太陽光・風力ともに、10円/kWh未満での売電契約が広がる。

世界では、再エネは「安い電源」になっている
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【発電電力量の構成（2018年度）】
水力除く
再生可能エネルギー

【発電電力量の構成（2011年度）】

出典： 総合エネルギー統計より資源エネルギー庁作成
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 以前から我が国において開発が進んできた水力を除く再生可能エネルギーの全体の発電量に占め
る割合は、FIT制度の創設以降、2.6％（2011年度）から9.2％（2018年度）に増加（水
力を含めると10.4％から16.9％に増加）。
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14.5%
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31.2%

再生可能エネルギーの導入は、着実に拡大
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太陽光：0.4%
風力：0.4%
地熱：0.2%

バイオマス：1.5%

太陽光：6.0%
風力：0.7%
地熱：0.2%

バイオマス：2.3%

※速報値



再生可能エネルギー導入量の国際比較
 国際機関の分析によれば、我が国の再エネ導入容量（2017年）は世界第６位であり、このうち太陽

光発電は世界第３位となっている。

各国の再エネ導入容量（2017年実績）
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※バイオマスはバイオマス比率考慮後出力。
※改正FIT法による失効分（2019年12月時点で確認できているもの）を反映済。
※地熱・中小水力・バイオマスの「ミックスに対する進捗率」はミックスで示された値の中間値

に対する導入量の進捗。

２０１０
年度

水力 8.8
～9.2％程度

風力 1.7％程度

地熱 1.０
～1.１％程度

太陽光
7.0％程度

ﾊﾞｲｵﾏｽ
3.７～4.６％程度

２０３０
年度

ベースロード比率
：５６％程度

１０，６５０億kWh
（電力需要＋送配電ロス等）

＜電源構成＞

火力全体：６５％
ＬＮＧ ２９％
石油 ９％
石炭 ２８％

原子力 ２５％

再エネ ９％

２０１８
年度

再エネ 16.９%

原子力 ６.２％

原子力
２２～２０％程度

火力全体：５６％程度
ＬＮＧ ２７％程度
石油 ３％程度
石炭 ２６％程度

再エネ
２２～２４％程度

火力全体：76.9％
ＬＮＧ ３８.４％
石油 ７.３％
石炭 ３１.２％

風力 0.７％

地熱 0.2％

太陽光
６.０%

ﾊﾞｲｵﾏｽ 2.３％

水力
7.７%

「エネルギーミックス」実現への道のり
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(kW) 導入水準
(19年12月)

FIT前導入量
＋FIT認定量
(19年12月)

ミックス
(2030年度)

ミックスに
対する

導入進捗率

太陽光 5,390万 7,820万 6,400万 約84%

風力 390万 990万 1,000万 約39%

地熱 59万 62万
140～
155万 約40%

中小
水力 980万 990万

1,090～
1,170万 約86%

バイオ 440万 1,080万 602～
728万

約66%
※速報値
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 2020年度の買取費用総額は3.8兆円、賦課金総額は2.4兆円。再エネ比率10％→16.9%
（ +6.9% ： 2017 年 度 ） に 約 2 兆 円 / 年の賦課金を投じた。今後、16.9％→22~24%
（+5.1~7.1%）を+約１兆円/年で実現する必要がある。

国民負担の増大と電気料金への影響

賦課金

＜旧一般電気事業者の電気料金平均単価と賦課金の推移＞（円/kWh）

電力料
産業用
業務用 0.22円

相当
（1%）

0.35円
相当

（2%）

0.75円
相当

（3%）
1.58円
相当

（8%）
2.25円
相当

（12%
）

( )内は電気料金に占める賦課金の割合

2.64円
相当

（14%）

2.90円
相当

（15%）
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電灯料
（家庭用）

（注）発受電月報、各電力会社決算資料等をもとに資源エネルギー庁作成。
グラフのデータには消費税を含まないが、併記している賦課金相当額には消費税を含む。
なお、電力平均単価のグラフではFIT賦課金減免分を機械的に試算・控除の上で賦課金額の幅を図示。

0.22円
相当

（1%）

0.35円
相当

（1%）

0.75円
相当

（3%）

1.58円
相当

（6%） 2.25円
相当

（9%）

2.64円
相当

（10%）

賦課金

2.90円
相当

（11%）
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（円/kWh）

2030
年度

2012
年度

2018
年度

再エネ比率 24%
買取費用総額 4.0兆円
賦課金総額 約3兆円

再エネ比率 +6.9%
買取費用 34円/kWh
賦 課 金 2.6円/kWh

再エネ比率 +7.1%
買取費用 17円/kWh
賦 課 金 1.0円/kWh

再エネ比率 10%

（注）2018～2020年度の買取費用総額・賦課金総額は試算ベース。
2030年度賦課金総額は、買取費用総額と賦課金総額の割合が2030年度と2018年度が同一と仮定して算出。
kWh当たりの買取金額・賦課金は、（１）2018年度については、買取費用と賦課金については実績ベースで算出し、
（２）2030年度までの増加分については、追加で発電した再エネが全てＦＩＴ対象と仮定して機械的に、①買取費用は総
買取費用を総再エネ電力量で除したものとし、②賦課金は賦課金総額を全電力量で除して算出。

2020
年度

買取費用総額 3.8兆円
賦課金総額 2.4兆円

再エネ比率 16.９%
買取費用総額 3.1兆円

（実績：2.8兆円）
賦課金総額 2.4兆円

（実績：2.4兆円）

2012⇒2013
＋92%

2013⇒2014
＋88%

2014⇒2015
＋104%

2015⇒2016
＋25%

2016⇒2017
＋18%

2017⇒2018
＋13%

前年度からの
買取費用総額の伸び率

2018⇒2019
＋17%

2019⇒2020
＋7%



調達価格について
 調達価格等算定委員会の意見を踏まえ、コストダウン加速化のため、2020年度の事業用太陽光は、
①事業者間の競争を促す入札制度を徹底活用し、入札対象範囲を250kW以上とするとともに、
②より効率的なトップランナーに照準を合わせ、入札対象範囲外の事業用12～13円、住宅用21円と設定した。
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（参考）買取費用・国民負担の内訳
 FIT制度により、参入障壁が低く開発のリードタイムが短い太陽光発電が急速に拡大し、FIT認

定容量約9,528万kWのうち、約7,668万kW（約80％）を占める。増大する国民負担
（2019年度の買取費用総額3.6兆円）の約７割※が事業用太陽光発電に充てられている。

※残りは、１割強がバイオマス発電、２割弱がその他の電源。

 特に、制度創設初期の2012・13・14年度に認定を受けた40円・36円・32円の事業用太陽光
発電のFIT認定容量が約5,369万kWと大宗を占める。改正FIT法で2017年度から導入し
た入札制による競争の効果もあり、他の再生可能エネルギー電源に比して新規案件の発電コスト
は急速に低減しているものの、これら初期案件の買取費用が総額3.6兆円の６割超を占め、根
雪のように国民負担のボリュームゾーンになっている。

＜買取総額の内訳＞
住宅用太陽光 0.2兆円 5％

事業用太陽光 2012年度認定 0.8兆円 23％

2013年度認定 1.0兆円 29％

2014年度認定 0.4兆円 10％

2015年度認定 0.1兆円 3％

2016年度認定 0.1兆円 3％

2017年度認定 0.03兆円 0.7％

2018年度認定 0.03兆円 1％

2019年度認定 0.01兆円 0.3％

（合計） （2.5兆円） （70%）

風力発電 0.1兆円 4％

地熱発電 0.02兆円 0.5％

中小水力発電 0.06兆円 2％

バイオマス発電 0.4兆円 10％

移行認定分 （※約半数が住宅用太陽光） 0.3兆円 9％

合計 3.6兆円 ―

63％

12

＜太陽光発電のコスト低減状況＞
（設置年別・システム費用の推移）
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 世界的に見れば、再エネコストは大きく低下しており、我が国においても、国際水準を目指して、他の
電源と比較して競争力のある水準までコストを低減させることが必要。

各国のコスト低減状況

※資源エネルギー庁作成。太陽光は2,000kW、風力は20,000kWの初年度価格。欧州の価格は運転開始年である。
入札対象電源となっている場合、落札価格の加重平均。１ユーロ＝120円、１ポンド＝150円で換算。

世界の再エネコストの動向
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 住宅用太陽光は2019年11月以降順次FIT買取期間の終了を迎える案件が発生。
 こうした環境変化は、自家消費型のライフスタイルへの転換を図る契機であるとともに、 小売電
気事業者やアグリゲーターにとっては、投資回収が済んだ住宅用太陽光発電設備の余剰電力を
活用するビジネスチャンスとなる。

 さらに、卒FIT太陽光を契機としたビジネスモデルの出現が先駆けとなることで、将来的には、太
陽光発電以外も含めた需給一体モデルの構築や、再エネに対する継続的な新規投資が生まれ
る事業環境が醸成されていくことが期待される。

（出典）費用負担調整機関への交付金申請情報、
設備認定公表データをもとに作成。一部推定値を含む

FIT買取期間終了後の選択肢

再エネにおける動向① 卒FIT太陽光の出現
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 北海道胆振東部地震、2019年9月の台風15号等、度重なる自然災害により、多様な発電主
体による電源の分散化による災害時・緊急時のレジリエンスへの期待が拡大。

再エネにおける動向②：レジリエンス向上への要請

15

＜オフサイト再エネ電源＞

大型蓄電システム施設 メガソーラー（左）
自営線で連系している球場（右上）

 北海道胆振東部地震時、稚内市内は広域
停電となったが、稚内市が保有する太陽光
発電所は系統から自動解列し発電を継続。

 太陽光発電所に大型蓄電池が併設されてい
たため、自立運転機能により近隣の公園、球
場等に電力を供給でき、災害対策として有
効なことが示された。

（実証概要）
実証事業名 ：大規模電力供給用太陽光系統安定化等実証研究

（平成１８年度～２２年度：６９．８億円）
※実証終了後の平成２３年に稚内市に無償譲渡。

＜エネルギーの面的利用＞

 台風15号による停電時、千葉県睦沢町のむつ
ざわスマートウェルネスタウンは、再エネ・ガスコジェ
ネおよび自営線により電力・熱を供給。

道の駅
（太陽光、太陽熱、コジェネ設置）

住宅ゾーン
（自営線供給）

9月9日5時：町内全域停電
9日9時：コジェネを立ち上げ

住宅と道の駅に供給開始
10日10時：コジェネの排熱を

活用し温水シャワーを提供
11日9時：系統復電

【引用】㈱CHIBAむつざわエナジーHP



再エネにおける動向② 地域におけるレジリエンス向上への貢献
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①家庭用太陽光と蓄エネ技術を組み合わせた効
率的な自家消費の推進
 蓄エネ技術の導入コストの低減
 ZEH+の活用、ZEH要件の在り方

② VPPアグリゲーターによる蓄電池等を活用した余
剰電力の有効活用
 蓄電池の導入コストの低減
 制御技術の向上や各種電力市場の設計
 柔軟な電気計量制度

再エネにおける動向③ 「需給一体型」の再エネ活用モデル
 自家消費や地域内系統を活用した「需給一体型」のモデルについて、多様な形で始まりつつある。
一方で、その普及促進にあたっては、一層の環境整備が必要な状況となっている。

①地域における再生可能エネルギーの活用モデル
 地域の再エネと熱供給、コジェネなど他の分
散型エネルギーリソースを組み合わせ経済的
に構築したエネルギーシステムの普及拡大

 海外事例を踏まえた事業構築のガイドライン
等自立的に普及する支援策

②地域の分散型エネルギーシステムを支える電力
ネットワークの在り方
託送サービスや費用負担の在り方の検討

①敷地内（オンサイト）に設置された再エネ
電源による自家消費

②敷地外または需要地から一定の距離を置
いた場所（オフサイト）に設置された再エネ
電源による供給
 関係機関で連携した相談・紛争処理機
能による対応

再エネ×レジリエンス
①家庭 ⇒ 住宅用太陽光の自立運転機能の活用

エネファームなど他電源等と組み合わせた災害対策

②大口需要家 ⇒ ZEBやオフサイト電源と蓄電池を組み合わせた非常の電力供給

③地域 ⇒ 地域の再生可能エネルギーと自営線・系統配電線を活用した、災害時にも
エネルギーの安定供給を可能とするモデル
（今後、技術的要件の確認や料金精算方法等の論点の整理が必要）

＜国内のオフサイト再エネ電源による供給事例（さくらインターネット）＞

＜災害時における地域のエネルギー安定供給（イメージ）＞

①家庭 ②大口需要家 ③地域

17



Ⅰ．再エネ導入の現状

Ⅱ．FIT制度見直し
（１）見直しの視点

（２）電源の特性に応じた支援制度
（a）競争電源
（b）地域活用電源

（３）地域に根差した再エネ導入の促進

（４）再エネ主力時代の次世代電力ネットワーク
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＜エネルギー基本計画の概要＞

第２章第１節３．
（１）再生可能エネルギー
②政策の方向性

再生可能エネルギーについては、2013年か
ら導入を最大限加速してきており、引き続き
積極的に推進していく。（略）これにより、
2030年のエネルギーミックスにおける電源構
成比率の実現とともに、確実な主力電源化へ
の布石としての取組を早期に進める。（略）

＜エネルギー基本計画における記載＞

第２章第２節３．

（略）
他の電源と比較して競争力ある水準までの

コスト低減とFIT制度からの自立化を図り、
日本のエネルギー供給の一翼を担う長期安定
的な主力電源として持続可能なものとなるよ
う、円滑な大量導入に向けた取組を引き続き
積極的に推進していく。
（略）

 第5次エネルギー基本計画では、「再生可能エネルギーの主力電源化」を目指すことを明確化。
 中長期的には、再エネを他の電源と比較して競争力ある水準までのコスト低減とFIT制度からの自立

化を図り、日本のエネルギー供給の一翼を担う長期安定的な主力電源にしていく。

第５次エネルギー基本計画（2018年7月3日閣議決定）



FIT制度の抜本見直しと再生可能エネルギー政策の再構築に向けて
 FIT制度は、再生可能エネルギー導入初期における普及拡大と、それを通じたコストダウンを実現することを
目的とする制度。時限的な特別措置として創設されたものであり、「特別措置法」であるFIT法にも、2020
年度末までに抜本的な見直しを行う旨が規定されている。

 FIT制度創設以降に生じた課題に対しては、「再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担の抑制との
両立」を掲げて2016年にFIT法の改正（2017年4月施行）を行ったが、残存する課題やその後生じた
変化に対しては、大量小委で御議論いただいてきた現行制度下での政策対応に加え、それを超える部分
は、本小委において、FIT制度の抜本見直しに併せ再生可能エネルギー政策を再構築する中で検討して
いく必要がある。

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成23年法律第108号）附則
（見直し）
第二条
３ 政府は、この法律の施行後平成三十三年三月三十一日までの間に、この法律の施行の状況等を勘案し、

この法律の抜本的な見直しを行うものとする。

太陽光発電への偏重
（大量の未稼働案件）

国民負担の増大

電力システム改革

事業計画認定制度の創設
• 新たな未稼働案件の防止
• 適切な事業実施の確保

入札制度の導入
中長期価格目標の設定

送配電買取への移行

リードタイムの長い電源の導入
• 複数年価格の提示

長期安定発電を支える環境が未成熟
立地制約の顕在化（洋上風力発電等）

引き続き高い発電コスト（内外価格差）

国民負担の抑制は待ったなし

「系統制約」の顕在化

適切な調整力の必要性

FIT創設（2012.7～）
生じた課題

改正FIT法（2017.4～）
対応 残存する課題・生じた変化 対応の方向性

電源の特性に応じた
支援制度

地域に根差した再エネ
導入の促進

再エネ主力時代の次世代
電力ネットワーク

20



制度改正に当たっての基本原則

21

 先行してFIT制度を導入した諸外国においてはFITからの制度移行が進んでいるが、我が国においても、
FIT制度がもたらした成果と課題を踏まえ、今後、我が国の電力システムに持続可能な形でより多く
の再生可能エネルギーを導入し定着させていくため、FIT制度の見直しについて検討を行っていく必要
がある。

 こうした検討は、以下３つの基本原則の下で進めていく。

“主力電源”たる再生可能エネルギーの導入拡大・定着

①更なるコストダウン・
国民負担の抑制と
導入拡大の両立

③電力システムとの統合
と変容する需要への適合②長期安定

制度設計の基本３原則

3E+S 再生可能エネルギーの意義
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• 適地偏在性への対応
• 再エネ大量導入を支える
ネットワーク整備や運用

• 再エネ出力変動への対応

• 長期安定的な事業運営に
対する懸念

• 地域との共生事業実施に
対する地元の懸念

• 国際水準と比較して高い
発電コスト

• 国民負担の増加
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
主
力
電
源
化

コストダウンの加速化
とFITからの自立化

長期安定的な
事業運営の確保

アクションプランの
着実な実行

主力電源化に向け、国民負担を抑制しつつ最大限導入を加速させていくための、今後の方向性

電
源
の
特
性
に
応
じ
た

制
度
の
在
り
方

適
正
な
事
業
規
律

適正な事業規律
太陽光発電設備の廃棄等費用の確保に向けた外部積立制度の検討

小規模太陽光等の安全確保に向けた規律の強化

再生可能エネルギーの大量導入を支える次世代電力ネットワーク

電源の特性に応じた制度構築
主力電源化に向けた２つの電源モデルと政策の方向性

需給一体型の再エネ活用モデルの促進
既認定案件の適正な導入と国民負担の抑制

「プッシュ型」の計画的系統形成
系統増強負担のFIT賦課金方式の活用の検討

出力制御対象の拡大

 ①競 争 電 源：更なるコストダウン＋電力市場への統合に向けた新制度検討
 ②地域活用電源：レジリエンス向上＋需給一体型活用を前提に基本的枠組み維持

再エネ大量導入・次世代電力ＮＷ小委 中間整理（第３次）の概要

その他当面の課題への対応
太陽光発電の法アセスと運転開始期限

再エネ電源に対する発電側基本料金の課金の在り方
再エネ海域利用法の運用における既存系統の活用の在り方 22



Ⅰ．再エネ導入の現状

Ⅱ．FIT制度見直し
（１）見直しの視点

（２）電源の特性に応じた支援制度
（a）競争電源
（b）地域活用電源

（３）地域に根差した再エネ導入の促進

（４）再エネ主力時代の次世代電力ネットワーク
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電源特性に応じたFIT制度の見直し

競争力ある電源への
成長が見込まれる電源

（競争電源）
例：大規模太陽光、陸上・洋上風力

地域で活用される電源
（地域活用電源）
例：住宅用・小規模太陽光、

小規模地熱、小規模水力、バイオマス

 投資インセンティブは維持しつつ、電力市場と
連動した仕組みに変更。

 自家消費や地域内循環により、地域の
レジリエンス強化に資する。

 他方、コスト低下には課題。

 導入量が増加、コスト競争力の上昇が期
待。

 一方で、「固定価格買取」の結果、電力市場
と関係なく発電するため、非効率。

 地域への貢献／供給を要件に、
FIT制度での支援を継続。

意
義
と
課
題

方
向
性
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電源の特性に応じた制度構築 - 競争電源と地域活用電源
 再生可能エネルギーが主力電源になるためには、将来的にFIT制度等による政策措置がなくとも、

電力市場でコスト競争に打ち勝って自立的に導入が進み、規律ある電源として長期安定的な事
業運営が確保されなければならない。他方、再生可能エネルギーには、地域の活性化やレジリエン
ス強化に資する面もあることから、地域で活用される電源としての事業環境整備も重要。

 そこで、再生可能エネルギーの活用モデルを大きく以下の２つに分類し、それぞれの「将来像」に向
けた制度や政策措置の在り方を検討していく。

①競争力ある電源への成長が見込まれる電源（競争電源） ②地域で活用され得る電源（地域活用電源）

 発電コストが低減している電源（大規模太陽光、風力
等）は、FIT制度からの自立化に向け、競争力のあ
る電源となるよう、電源ごとの案件の形成状況を見
ながら、市場への統合を図っていく新たな制度を整
備する。

 適地偏在性が大きい電源は、発電コストとネット
ワークコストのトータルでの最小化に資する形で、迅
速に系統形成を図っていく。

「市場への統合」の新制度を検討

 需要地近接性のある電源や地域エネルギー資源を
活用できる電源については、レジリエンス強化等にも
資するよう、需給一体型モデルの中で活用していく。

 自家消費や地域内における資源・エネルギーの循
環を前提に、当面は現行制度の基本的な枠組みを
維持しつつ、電力市場への統合については電源の特
性に応じた検討を進めていく。

 地域における共生を図るポテンシャルが見込まれるも
のとして、エネルギー分野以外の適切な行政分野と
連携を深めていく。

「地域活用」の仕組みを検討

主力電源たる再生可能エネルギーの将来像（イメージ）
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 FIT制度の特徴は、①投資インセンティブの確保と②市場取引の免除。
 このうち、①「投資インセンティブの確保」については、新制度においても引き続き確保することが必要。
 一方で、②「市場取引の免除」は見直し、主力電源として他の電源と同様に、「市場への統合」を

図っていく。
 これにより、国民負担を抑制しつつ、再エネの最大限の導入を図っていく。

競争電源に係る制度の考え方

市場取引の免除
（買取義務・インバラ特例）

↓
初期の参入障壁を引き下げ

投資インセンティブの確保
（コスト見合いの固定価格による

発電収入で
投資回収できる予見性）

市場への統合
（買取義務・インバラ特例廃止）

↓
新ビジネス促進、システム最適化
（需要家発掘、蓄電池併用等）

投資インセンティブの確保
（「固定価格」にこだわらず、
コスト見合いの発電収入で
投資回収できる予見性）

維持

FIT制度 ポストFIT制度

国民負担を抑制し
つつ最大限導入して
いく観点から検討

（将来の自立化）

抜本見直し

他電源と
共通の環境下で

競争
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

FIT制度

市場価格

価格が一定で、収入はいつ発電しても同じ
→ 需要ピーク時（市場価格が高い）に

供給量を増やすインセンティブなし

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23（時）

（売電価格）

FIP制度

市場価格

補助額（プレミアム）が一定で、収入は市場価格に連動
→ 需要ピーク時（市場価格が高い）に蓄電池の活用などで

供給量を増やすインセンティブあり
※補助額は、市場価格の水準にあわせて一定の頻度で更新

（売電価格）

（時）

補助後の価格 補助後の価格

プレミアム

電力量
[kWh]

0時 12時 24時

１日の電力需要と
太陽光発電の供給量

電力需要

電力供給量
（FIT制度）

電力供給量
（FIP制度）

夕方に需要
ピーク

夕方に
発電量が減少
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市場連動型の導入支援（FIP制度）
 大規模太陽光・風力等の競争力ある電源への成長が見込まれるものは、欧州等と同様、電力

市場と連動した支援制度へ移行。



（参考）海外の再エネ制度の変遷
 世界に先駆けてFIT制度が導入されたEU諸国を中心に、再エネの市場価格ベースでの取引を
ベースとしたFIP制度（プレミアムの付与）への移行が進んでいる。

ドイツ

イギリス

フランス

スペイン

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

「2014-2020年の環境・エネルギー関連の国庫補助金に関する新たなガイダンス」
… 再エネ補助は、再エネの電力市場への統合に貢献すべきであり、

受益者は自社の電力を市場で直接販売し、市場の義務に従うことが重要

FIT
FIPFIP（オプション）

米国

FIT FIP

RPS（2018年10月現在、29州でRPS導入）

• 再エネの市場統合の推進

FIT（1998～） 設備容量に応じた補助

FIP（1998～）

• 電気料金規制の下での賦課金徴収不足による
電力会社赤字拡大

• 国民負担増大により市場メカニズムが働く制度へ

• 再エネの市場統合の推進

RPS（RO） FIT-CfD
FIT（小規模 5MW以下）

FIT（小規模 100kW未満）

連邦政府による包括的な法律はない
※連邦政府による再エネ政策は税制優遇措置中心

2016

一定の投資収益率を下回る設備に
対し、入札により対象・額を決定

2013

2014

2002 2015 第1回入札

2016

2010 2019

2001

2000
2012 2014

EU

2014 ＜制度移行理由＞

出所：IEA/IRENA Joint Policies and Measures database, 経済産業省委託調査報告書

FIT（小規模500kW以下）
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（参考）再エネ意識の高い需要家の出現

 買取義務を外し、市場での取引を促すことで、供給サイドが売り先を自ら探すこととなるため、需要
家も自身のニーズに合った売り手を見つけやすくなる。

 特に、パリ協定を契機に、世界的にESG投資の動きが拡大。事業者の低炭素・脱炭素化へのニー
ズは非常に高まっており、これに対する「再生可能エネルギーとしての付加価値」への需要が高まって
いる。

 国際的な環境イニシアチブである「RE100」は2019年9月現在、193社がコミットしており、日本
企業も22社が加盟。

【ＲＥ１００プロジェクト】 【アップルによる日本における再エネ調達】
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米アップルが他国での取組に続き、日本での再エネ
100％を宣言した。

アップルはオフィス、データセンター、500カ所以上の直
営店を含む、全ての施設の使用電力を再エネ電
力100％に切り替える等、再エネ活用の先進的企業
として認知されている。

日本では再エネ電力の調達コストが高い等の障壁が
あったが、電源の直接保有、発電事業者との長期売
電契約の締結を通じて乗り越えた。

アップルが再エネ100％ 最後の難関、日本も達成
(2019/09/09  日本経済新聞電子版)

(*)RE100：企業が自らの事業の使用電力を、100％再エネで
賄うことを目指す国際的なイニシアティブ。



（参考）蓄電池等の活用による売電時期・売電時間のシフト
 電力需要は夕方にピークとなる傾向がある一方、太陽光発電は夕方にかけて発電量が低下。
 カリフォルニア州（再エネ比率40％）では太陽光パネルを西向きに設置する（総発電量は低下する
が、夕方の発電量は増加する）事業者に対し、15%割増の設置補助を与えて夕方の発電量を増
加させるよう促していた。

 今後、蓄電池が安くなれば、併設した蓄電池で昼の発電分を需要が高くなる（つまり市場価格が
高くなる）夕方にシフトさせる売電する事業者も出てくることが見込まれる。

30

需要

太陽光

電力需要
[kWh]

0時 12時 24時

電力需要
[kWh]

0時 12時 24時

夕方にかけて
需要が増加

夕方にかけて
発電量が低下

夕方にかけて
需要が増加

需要がピークに向かう
時間帯に太陽光の

発電量が低下

夕方にかけての
発電量が増加

(シフト)

需要がピークに向かう
時間帯に太陽光の

発電量が増加

電力需要
[kWh]

夕方にかけて
需要が増加

蓄電池により
需要に合わせて売電

需要に合わせて売電



Ⅰ．再エネ導入の現状

Ⅱ．FIT制度見直し
（１）見直しの視点

（２）電源の特性に応じた支援制度
（a）競争電源
（b）地域活用電源

（３）地域に根差した再エネ導入の促進

（４）再エネ主力時代の次世代電力ネットワーク
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小規模太陽光
（立地制約：小）

小規模水力・小規模地熱・バイオマス
（立地制約：大）

自
治
体

バイオマス
発電設備

通常時
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地域活用電源に係る制度の考え方
 地域活用電源については、レジリエンスの強化・エネルギーの地産地消に資するよう、電源の立地

制約等の特性に応じ、FIT認定の要件として、自家消費や地域一体的な活用を促す地域活用
要件を設定する。

⇒ 低圧太陽光（10-50kW）は、
2020年４月から自家消費型にFIT適用（注１）

（需給一体型モデルの拡大：住宅から店舗/工場へ）

⇒ 一定規模未満（注３）は、
2022年４月から地域一体型にFIT適用（注４）

（レジリエンス強化・エネルギー地産地消を促進）

＜自家消費型要件＞＝①②の両方

① 再エネ発電設備の設置場所で少なくとも30％の自家消費等を
実施すること（注２）

② 災害時に自立運転を行い、給電用コンセントを一般の用に供す
ること

＜地域一体型要件＞＝①～③のいずれか（今後更に検討）
① 災害時に再エネ発電設備で発電された電気を活用することを、
自治体の防災計画等に位置付け

② 災害時に再エネ発電設備で産出された熱を活用することを、
自治体の防災計画等に位置付け

③ 自治体が自ら事業を実施するもの、
又は自治体が事業に直接出資するもの

（注１）高圧（50kW）以上の太陽光は、地域での活用実態を踏まえて、今後、地域活用の在り方を検討。（2020年度はFIT認定の要件として地域活用を求めない。）
（注２）農地一時転用許可期間が10年間となり得る営農型太陽光は、自家消費等を行わないものであっても、災害時活用を条件に、FIT制度の対象とする。
（注３）2022年度に地域活用電源となり得る可能性がある規模：1,000kW未満の小規模水力、2,000kW未満の小規模地熱、10,000kW未満のバイオマス。
（注４）自家消費型の要件も認めることとし、その詳細は、今後引き続き検討。

災害時の
自立運転機能

余剰を売電

避難所等
携帯電話充電や

熱利用(シャワー設備)

（例）
・地域新電力へ売電
・工場内で自家消費
・隣接施設で熱利用

災害時
防災計画等
へ位置付け



（杉乃井ホテル）

（参考）地域に便益をもたらす事例（地熱発電）

＜自家消費の事例①＞

＜自家消費の事例②＞
 霧島国際ホテルの地熱発電（鹿児島県霧島市：出力100kW）は、

温泉の余剰蒸気を活用した発電所であり、発電された電気はホテ
ル内で自家消費されている。

 温泉の熱水は、浴用だけでなく暖房等へ利用されている。

（霧島国際ホテル）

温泉井

蒸気

地熱発電
100kW

温泉
浴場

給湯
暖房 冷房

熱水

＜蒸気・熱水の有効利用の事例①＞
 杉乃井ホテルの地熱発電所（大分県別府市：出力1,900kW）によ

り発電された電気は、同ホテル内で自家消費され、ピーク時の使
用電力の40%超が賄われている。

電気

電気 ホテル

地熱発電 1,900kW ホテル
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 地熱発電については、
 発電事業者が電気の売電を行わず自家消費している事例
 発電後の蒸気・熱水を地域で有効活用している事例

など、地域活用を図っている事例が見られる。
 地熱発電は、水力発電同様、安定した発電が可能なベースロード電源である一方、導入量が少ないため、地域活用

を促進することは、エネルギーの有効利用の観点からも重要である。

温室ハウス
（地熱利用ハウス組合）

 北海道電力(株)の森地熱発電所（北海道森町：出力25,000kW）
では、還元熱水の一部が熱交換され、トマト・キュウリ等を栽培
する温室ハウスで活用されている。

森地熱発電所
（北海道電力(株)）

熱交換器
（森町）

発電後の
熱水

＜蒸気・熱水の有効利用の事例②＞

エビの養殖
（(株)元気アップつちゆ）

 土湯温泉バイナリー発電所（福島県福島市：出力440kW）では、
発電後の熱水が、エビの養殖に活用されている。

ﾊﾞｲﾅﾘｰ発電所
（(株)元気アップつちゆ）

発電後の
熱水



（参考）地域に便益をもたらす事例（中小水力発電）

＜地域貢献の事例②＞
 水力発電所の電気を地元の中小企業へ電気を供給
・「いわて復興パワー」… 岩手県企業局

（岩洞第一発電所等 15箇所 計143,981kW）
・「あきたＥネ！」 … 秋田県産業労働部

（鎧畑発電所等 14箇所 計102,700kW）
・「やまがた希望創造パワー」… 山形県企業局

（白川発電所等 10箇所 計63,100kW）
・「やまなしパワーPlus」… 山梨県企業局

（西山発電所等 18箇所 計120,740kW）

発電事業者
【水力発電所】 小売電気事業者

地元中小企業

電気を提供

・電力受給契約
・地元中小企業への供給協定

【スキーム図】

写真
岩洞第一発電所
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 水力発電については、
 停電時など非常時の電源としての活用や、
 発電電力を地元の中小企業へ売電する事例
があり、地域活用を図っている事例が見られる。

 昼夜間問わず安定して供給できる水力発電の電力を地域で活用していくことは、エネルギーの有効
利用の観点からも重要である。

＜非常時活用の事例①＞

 静岡県長泉町にあるニコニコ水力発電所(最大出力
24kW(8kW×3機))は、（一社)自然エネルギー利用推進協
議会が運営している。

 送電線系統事故による停電時にも、半径約300m以内の設
備に送電可能であるほか、携帯式バッテリーによる在宅医
療機器への電源宅配も可能。

送電線系統事故発生

独立運転へ切り替え

緊急時の電力供給
在宅医療機器等への電源宅配



（参考）地域に便益をもたらす事例（バイオマス発電）

＜地域木材による熱電併給の事例①＞

 群馬県上野村は、ペレット工場や発電設備を新設。
 発電設備は熱電併給システムとなっており、生産された

電気と熱はいずれも村内のきのこ栽培施設で活用され
る。

燃料材生産（上野村森林組合等）

発電設備（村営）
（180kW）

熱電併給（ペレットガス化）

ペレット工場（村営）

きのこ栽培
工場

（村内）

電気

熱

＜地域木材による熱電併給の事例②＞
 岐阜県高山市は、ペレット工場や発電設備を新設。
 発電設備は熱電併給システムとなっており、生産された

電気は中部電力に売電され、熱は市営の温浴施設「しぶ
きの湯」で活用される。

燃料材生産（飛騨高山森林組合等）

発電設備（民間企業）
（165kW）

熱電併給（ペレットガス化）

ペレット工場（民間企業）

中部電力電気

熱

温浴施設
（市営）
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 バイオマス発電については、
 地域において産出される木材を活用して発電を行いつつ、
 発電された電気と併せて、発電時に生み出される熱を地域で有効活用（熱電併給）する

ことで地域活用を図っている事例が見られる。
 なお、バイオマス発電は、発電だけではエネルギー利用効率が低いため、熱電併給の活用により効

率的なエネルギー利用を図ることは、エネルギーの有効利用の観点からも重要である。



Ⅰ．再エネ導入の現状

Ⅱ．FIT制度見直し
（１）見直しの視点

（２）電源の特性に応じた支援制度
（a）競争電源
（b）地域活用電源

（３）地域に根差した再エネ導入の促進

（４）再エネ主力時代の次世代電力ネットワーク
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 再生可能エネルギーを「主力電源」とするためには、責任ある長期安定的な電源となることが必要。

 急速に参入が拡大した太陽光を中心に、工事の不備等による安全面の不安や、景観や環境への影響
等をめぐる地元との調整における課題、太陽光発電設備の廃棄対策等、地域の懸念が顕在化。

西日本豪雨による太陽光発電設備の被害例

FIT認定基準に基づく柵塀の設置に関する事例
（適切な柵塀設置の事例） （不適切な柵塀設置の事例）（柵塀未設置の事例）

長期安定的な事業運営の確保 - 現状と課題



長期安定的な事業運営の確保に向けた対応の方向性
 主力電源として、再生可能エネルギーを責任ある長期安定電源とするため、①地域と
の共生、②太陽光発電設備の適切な廃棄対策、③安全の確保などが図られるよう、適
正な事業規律が確保される事業環境を整備する必要がある。

技術基準が定めた「性能」を
満たす「仕様」を設定し、原則化

（知識不足でもクリアしやすく。
外部からの適合性確認も容易に）

電気事業法に基づく技術基準
の適合性に疑義ある案件の規制強
化（違反した場合はFIT認定取消へ）

FIT認定基準に基づく
標識・柵塀の設置義務に違
反する案件の取締り

（違反した場合FIT認定取消へ）

地方自治体の条例等の先
進事例を共有する情報

連絡会の設置
（条例策定等の地域の取組を

サポート）

安全の確保地域との共生 太陽光発電設備の廃棄対策

⇒ 電事法に基づく立入検査を開始済

⇒ 取締りに向けた実態調査に着手済

⇒ 計４回の情報連絡会を実施済

⇒ 満たすべき「仕様」を設定済
原則化については改正作業中

⇒ 技術基準の解釈の改正作業中

廃棄費用の積立計画と
進捗状況の報告を義務化し、

実施状況を公表する
（悪質な事例には、報告徴収・

指導・改善命令を行う）

原則として外部積立を求め、
発電事業者の売電収入から源泉
徴収的に積立てを行う

方向性で専門的な検討を進める

⇒ 廃棄等費用確保WGで中間とりまとめ済

⇒ 報告義務化・公表を措置済
（2018年度）

斜面設置に係る技術基準の
見直しの検討

（斜面等に設置する際はより厳しい
基準を課すなど）
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適正に管理されていない太陽光発電設備の例

鉛（ハンダ）

太陽光パネルに含まれる有害物質

面全体にセレンを含む
写真提供：一社）構造耐力評価機構

化合物系の例
（CIS太陽電池の例）

シリコン系の例

面全体の金属配線に鉛を含むものもある
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太陽光発電設備の廃棄に係る地域からの懸念
 太陽光発電設備の廃棄処理の責任は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき太陽光発電

事業者等の排出者にある。再生可能エネルギーが主力電源になる上で、最大級のシェアを占める太
陽光発電が廃棄等費用を確保することは当然の責任。

 しかし、太陽光発電事業は、参入障壁が低く様々な事業者が取り組むだけでなく、事業主体の変更
が行われやすい状況にある。このため、有害物質（鉛、セレン等）を含むものもある太陽光パネル等
が、発電事業の終了後、放置・不法投棄されるのではないかといった地域の懸念が顕在化してきてい
る。
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 太陽光発電設備の廃棄処理は、廃棄物処理法に基づき、事業者に責任があるが、参入障壁が低く
様々な事業者が取り組み、事業主体の変更も行われやすいため、有害物質（鉛、セレン等）を含む
ものもある太陽光パネル等が、発電事業終了後、放置・不法投棄されるという地域の懸念が顕在化。

 FIT制度では調達価格に廃棄等費用を計上しているが、現時点での積立て実施事業者が２割以下
である中、廃棄等費用の確実な積立てを担保する制度を導入予定。
10kW以上の太陽光発電について、源泉徴収的な外部積立を基本として、以下のとおりとする。

原則、源泉徴収的な外部積立
♦ 対 象：10kW以上すべての太陽光発電の認定案件（10kW未満は対象外）
♦ 金 額：調達価格の算定において想定してきている廃棄等費用の水準
♦ 時 期：調達期間の終了前10年間
♦ 取戻し条件：廃棄処理が確実に見込まれる資料の提出
※例外的に内部積立を許容。（長期安定発電の責任・能力、確実な資金確保）

廃棄等費用の確実な積立てを担保する制度の方向性

太陽光発電設備の廃棄等費用の積立てを担保する制度



地域社会における持続的な再エネ導入に関する情報連絡会の設置
 FIT制度の開始以降、全国の各地域でトラブルになる再エネ設備が増加。このため、FIT法では、条例も含め

た関係法令の遵守を義務付け、関係法令遵守違反の場合には、指導及び助言、改善命令、認定取消し等
の対応を行うこととしている。条例を関係法令に含めたのは、地域の特性や事情が様々であることから、地域
でのルールを国が法令等で一方的・一律的に求めることは適切ではないという考え方によるもの。

 上記の仕組みが実効性あるものとなるためには、地方自治体による条例策定等の自立的な制度整備が必要
となるが、国もそれを支援することが求められている。

 このため、条例策定等の地域での再エネ理解促進のための先進的な取組を進めている自治体の事例等を全
国に共有する場として、地方自治体と関係省庁を参加者とする連絡会を設置し、これまで４回実施。

＜開催実績＞（括弧内は説明者）
2018年10月30日 第１回

・ＦＩＴ法の枠組みと法執行状況について
・地方自治体における条例制定の事例について
・地域との共生を推進するための枠組み事例について（静岡県、大阪府）
・環境影響評価にかかる検討状況について（環境省）

2019年2月25日 第２回
・分散型エネルギーシステムの構築や地域循環共生圏の形成に向けた取組について（環境省）
・再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会中間整理(第2次)での

系統問題に関する検討について（エネ庁）
・FIT認定基準に基づく標識・柵塀の設置義務違反に係る取り締まり方針について（エネ庁）

2019年6月28日 第３回
・太陽光発電の長期安定電源化に向けた自治体の役割について（三菱総研）
・分散エネルギーシステムの確立に向けた取組について（エネ庁）
・太陽光発電設備の廃棄等費用の確保に関する検討について（エネ庁）

2019年12月6日 第４回
・地域社会からの信頼確保（適正な事業実施の確保について（エネ庁））
・安全対策（太陽光発電設備の自立運転機能の周知について（エネ庁）等）
・地域と共生した再エネ事業の形成（地域共生型再エネの導入促進について（エネ庁）等）
・地域再エネ車座トーク（仮）の開催について（エネ庁）

＜各自治体における先進的な取組の例＞

①自治体における再エネ発電設備に係る条例の
策定

兵庫県太陽光発電施設等と地域環境との調和
に関する条例、和歌山県太陽光発電事業の実施
に関する条例

②地方創生につながる再エネ関連事業の実施
鳥取県米子市鳥取県米子市・ローカルエナ

ジー株式会社は地元企業５社の共同出資により、
2015年に地域エネルギー会社として設立。調
達電力の約６割が、地域内のエネルギー。需給
管理を自前で実施し、地域の特性に合わせた最
適な需給調整を可能とし、地域に新たな雇用を
創出。

③自治体を中心としたメンテナンス体制の整備
具体例：浜松市における保守点検事業者デー

タベースの公表、太陽光発電サポート協議会の
設立
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Ⅰ．再エネ導入の現状

Ⅱ．FIT制度見直し
（１）見直しの視点

（２）電源の特性に応じた支援制度
（a）競争電源
（b）地域活用電源

（３）地域に根差した再エネ導入の促進

（４）再エネ主力時代の次世代電力ネットワーク
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 我が国の電力系統は、再エネ電源の立地ポテンシャルのある地域とは必ずしも一致せず、再生可能エ
ネルギーの導入量増加に伴い、系統制約が顕在化。

 欧州でも、日本と同様、系統増強となれば一定の時間が必要になるが、他方で一定の条件の下で系
統接続を認める制度も存在。

 日本では、人口減少に伴う需要減少や高経年化対策等も構造的課題に。

 北海道胆振東部地震による大規模停電や再エネ海域利用法の成立を契機に、レジリエンスや再エネ
の規模・特性に応じた系統形成の在り方についても十分な留意が必要。

「つなげない」
（送電線の平均利用率が

10%未満でもつなげない）

「高い」
（接続に必要な負担が大きすぎる）

「遅い」
（接続に要する時間が長すぎる）

＜発電事業者の声・指摘＞

＜実態＞
「送電容量が空いている」のではなく、
停電防止のため一定の余裕が必要
• 50%＝「上限」（単純2回線）
• 「平均」ではなく「ピーク時」で評価

欧州の多くも、日本と同様の
一部特定負担（発電事業者負担）

• モラルハザード防止のため、大半の国は
一般負担と特定負担のハイブリッド

増設になればどの国でも
一定の時間が必要

• ドイツでも工事の遅れで南北間の送電
線が容量不足

系統制約の克服 - 現状と課題
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【緊急時用に確保】

従来の運用 見直しの方向性 実施状況

①空き容量
の算定

全電源フル稼働 実態に近い想定
（再エネは最大実績値）

2018年4月から実施
約590万kWの空き容量拡大を確認

②緊急時用
の枠

半分程度を確保 事故時に瞬時遮断する装置
の設置により、枠を開放

2018年10月から一部実施
約4040万kWの接続可能容量を確認

③ノンファーム
型の接続

通常は想定せず 一定の条件(系統混雑時の
制御)による新規接続を許容

2018年5月に導入を決定。2020年1月から東北北
部において先行的に実施（約380万kW）。その他
の地域でも順次2021年までに実施することを目指す。

設備容量

運用容量

従来の運用 見直しの方向性

②
①風力

火力

太陽光

【緊急時用に確保】

③

太陽光
火力

風力

※１

※１，2

※１最上位電圧の変電所単位で評価したものであり、全ての系統の効果を詳細に評価したものではない。
※２速報値であり、数値が変わる場合がある。

日本版コネクト＆マネージの進捗状況
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中部エリア

関西エリア

北海道エリア

東京エリア

北陸エリア 東北エリア

中部北陸間連系設備
【30万キロワット】

北海道本州間連系設備
【90万キロワット】

新信濃FC

関西四国間連系設備
【140万キロワット】

中国四国間連系線
【120万キロワット】

東清水FC

九州エリア

中国エリア

四国エリア
佐久間FC

沖縄エリア

北陸関西間連系線
【190万キロワット】

中部関西間連系線
【250万キロワット】

関西中国間連系線
【414万キロワット】

中国九州間連系線
【247万キロワット】

東北東京間連系線
【515万キロワット】

※１： は、直流設備
※２：【 】は、2019年8月平日昼間の地域間連系線の運用容量。時期によって変化有。

＜北海道本州間連系設備（６０万キロワット→９０万キロワット）＞
(2019年3月運転開始）

・更なる増強（＋３０万キロワット）について検討中

＜東京中部間連系設備①（１２０万キロワット→２１０万キロワット）＞
・東京電力PGが、９０万キロワット増強に向け工事中(2020年度完成予定)
＜東京中部間連系設備②（２１０万キロワット→３００万キロワット）＞
・広域機関が、更に９０万キロワット増強する計画を策定し、東京電力PG、中部電力、電源
開発が着工準備中（2027年度完成予定）

＜東北東京間連系線＞
・広域機関が、運用容量を４
５５万キロワット増強する計
画を策定（2027年度完成
予定）

東京中部間連系設備
【120万キロワット】
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 これまで、既存送電網の最大限の活用（「日本版コネクト&マネージ」）で一定の成果あり。再エネの
導入拡大に伴い、送配電網増強のプロセス長期化や非効率性等の課題が顕在化。

 再エネ大量導入に向けて、これまでの「プル型」から「プッシュ型」の計画的な送電網形成に転換。
また、送電網増強費用に再エネ特措法上のFIT賦課金方式を活用。

再エネ大量導入を支える次世代電力ネットワーク

CO2削減

価格低下

安定供給

原則全国負担

地域負担

全国託送方式
再エネ特措法上の賦課
金方式

便益（３E） 費用負担

各地域の電力会社負担
（地域の託送料金）

【送配電網増強の考え方の転換】

増強要請に都度対応（プル型）
→結果として高コスト、非効率に

ポテンシャルを見据えて
計画的に対応（プッシュ型）

これまで

今後

【地域間連系線等の費用負担の考え方】
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